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生活情報 

　平成２６年４月分から平成２７年３月分までの

国民年金保険料は、月額１５,２５０円です。 

　保険料は、日本年金機構から送られる納付書に

より、金融機関・郵便局・コンビニで納めること

ができます。また、クレジットカードによる納付

やインターネット等を利用しての納付、そして便

利でお得な口座振替もあります。 

 

　日本年金機構では、国民年金保険料を納期限ま

でに納めていただけない方に対して、電話、書面、

面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっ

ております。 

 

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによっ

て督促を行い、指定された期限までに納付が無い

場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義

務のある方の財産を差し押さえることがあります

ので、早めの納付をお願いします。 

 

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、

免除される制度や猶予される制度がありますので、

市役所の国民年金窓口へご相談するようお願いし

ます。 

 

※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する 

　義務を負う配偶者および世帯主になります。 

※ 

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6311 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117  　  （43）5962

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市医師会リレーコラム 

シリーズ「がんを知る」
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